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答  申 

 

審 査 請 求人 （以下 「 請 求人 」とい う 。 ）が 提起し た 地 方税 法（以 下

「法」という。）７２条の２第３項及び東京都都税条例（昭和２５年東京

都条例第５６号。以下「都税条例」という。）２５条４項の規定に基づく

個人の行う事業に対する事業税（以下「個人事業税」という。）賦課処分

に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申

する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し平成３０年１２月３日付けで行った平成３

０年度分の個人事業税賦課処分（別紙処分目録記載のとおり。以下

「本件処分」という。）について、その取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性又は不当性

を主張している。  

⑴  本件処分に係る納税通知書には、処分の理由が提示されていない

のであるから、本件処分は、行政手続法１４条１項に違反している。  

⑵  処分庁は、本件処分を行うに当たり、本件申告書類の記載内容に

ついて調査せず、記載内容だけを捉えて、一方的に請求人を個人事

業税の納税義務者であると判断している。請求人と本件会社との間

には、単に雇用契約が結ばれているだけであり、請求人は本件会社

の指揮監督権に服するのであるから、個人事業税を課されるべきで
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はない。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和２年１月８日  諮問  

令和２年３月６日  審議（第４２回第３部会）  

令和２年３月１３日  審議（第４３回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  課税客体及び納税義務者について  

法７２条の２第３項は、個人事業税は、個人の行う第一種事業、

第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又

は事業所所在の道府県において、その個人に課する旨を定め、同条

８項において「第一種事業」とする業種を定めて、同項２３号に

「代理業」と掲げている。同様に、都税条例２５条４項は、個人の

行う法７２条の２第８項から第１０項までに規定する第一種事業、

第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個

人に課する旨を定める。  

なお、事業税は道府県税であり（法４条２項２号）、道府県に関

する規定は都に準用される（法１条２項）。  

ア  東京都における「個人事業税課税事務提要」（平成２４年８月
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１日付２４主課課第１５３号東京都主税局長通達。以下「事務提

要」という。本件処分に適用されるのは、平成３０年３月３０日

付２９主課課第５４９号による改正後のものである。）によれば、

課税客体である「事業とは、一般に営利又は対価の収得を目的と

して、自己の危険と計算において独立的に反復継続して行われる

経済行為と解される。しかし、事業の意義については地方税法上

特段これを定義する規定が設けられていないため、ある経済行為

が事業に該当するかどうかの判断は、最終的には法意及び社会通

念に照らして行うこととなる。」とする（第３章・第１節・第

１・１・⑴）。  

イ  事務提要によれば、代理業の定義として、代理業は、①一定の

商人のために（原則として特定の者のために）、②反復継続して

行われ、③取引を代理し、又は媒介する、④独立した事業である

と認められることが必要である、とする（第３章・第２節・第２

３・１）。  

代理業の認定基準は、「個人事業税の代理業に該当するかは、

原則として申告書等の各種資料に基づき認定を行う」とした上で、

「個人事業税にいう代理業は、通常は、自らが支配、管理するこ

とのできる営業所を有し、営業費を支出し、自己の活動形式と労

働時間を決定して、そのなした行為について手数料を歩合的に受

け取っているものであること。身分的従属関係のみを重視し、実

質的に自己の責任において営業行為とみなし得る収支計算を行っ

ている者に対して課税しないことは、課税の均衡を失することと

なるため、十分調査を行うこと。」とする（事務提要第３章・第

２節・第２３・２・⑴）。  

 ウ  納税義務者である「事業を行う個人」とは、当該事業の収支の

結果を自己に帰属せしめている個人をいう、と定義されている

（「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」

（平成２２年４月１日付総税都第１６号総務大臣通知（以下「取
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扱通知」という。））第３章・第１節・第１・１の５）。取扱通

知は、「事業を行う個人」に該当するか否かについて、「他の諸

法規において雇傭者としての取扱いを受けているということのみ

の理由で直ちに地方税法上『事業を行う者』に該当しないとはい

えない」とした上で、「その事業に従事している形態が契約によ

って明確に規制されているときは、雇傭関係の有無はその契約内

容における事業の収支の結果が自己の負担に帰属するかどうかに

よって判断し、また契約の内容が上記のごとく明確でないときは、

その土地の慣習、慣行等をも勘案のうえ当該事業の実態に即して

判断すること」としている（取扱通知第３章・第１節・第１・１

の５・⑵）。  

⑵  税額の算定について  

ア  法７２条の４９の１１第１項は、個人事業税の課税標準は、当

該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得によ

ると定め、都税条例も３８条１項に同旨の規定を置いている。  

イ  上記課税標準の算定方法として、法７２条の４９の１２第１項

は、前条１項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人

の事業の所得は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中

における事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額に

よるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除く

ほか、当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準で

ある所得につき適用される所得税法２６条及び２７条に規定する

不動産所得及び事業所得の計算の例（その年中の不動産所得及び

事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。）

によって算定するとする。  

ウ  法７２条の５０第１項は、個人事業税の賦課の方法として、当

該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準

である所得のうち法７２条の４９の１２第１項においてその計算

の例によるものとされる所得税法２６条及び２７条に規定する不
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動産所得及び事業所得について、当該個人が税務官署に申告し、

又は税務官署が決定した課税標準を基準として個人事業税を課す

る旨を定めている。  

エ  個人事業税については、事業主控除の額は２９０万円と定めら

れている（法７２条の４９の１４第１項）。  

オ  第一種事業を行う個人に対する事業税の税額は、所得に１００

分の５を乗じて得た額とされている（法７２条の４９の１７第１

項１号及び都税条例３９条の３第１号）。  

カ  個人事業税の納税義務者で、法７２条の４９の１２第１項の規

定によって計算した個人の事業の所得の金額が事業主控除の額

（上記のとおり、２９０万円）を超えるものには申告義務がある

（法７２条の５５第１項）が、個人事業税の申告期限の３月１５

日前に申告をしなくても、前年分の所得税につき所得税法２条１

項３７号の確定申告書を提出した場合には（個人事業税を）申告

したものとみなされる（法７２条の５５の２第１項）。  

キ  個人事業税の納期は、８月及び１１月中において道府県の条例

で定めるが、特別の事情がある場合にはこれと異なる納期を定め

ることができるとされ（法７２条の５１第１項）、都税条例では、

東京都における個人事業税の納期を、第１期が８月１日から同月

３１日まで、第２期が１１月１日から同月３０日までと定めた上

で（都税条例３９条の５）、特別の事情がある場合における個人

事業税の納期は、納税通知書に定めるところによる（同条ただし

書）、としている。  

２  本件処分の検討  

⑴  課税客体と納税義務者について  

まず、本件について、請求人が法７２条の２第８項２３号に規定

する「代理業」を行う「事業を行う個人」であると認めることがで

きるか否かについて、以下に検討する。  

ア  「事業を行う個人」について  
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(ｱ) 本件申告書類及び本件契約書等によれば、以下の事実が認め

られる。  

請求人は、平成２６年１２月１８日付けで本件会社と雇用契

約を締結し、契約期間が開始した平成２７年１月１日以降当該

契約が解除されたとする事実は認められないことから、平成２

９年１月１日から同年１２月３１日までの間においても、本件

会社のために、本件業務（生命保険・損害保険・少額短期保険

の募集業務、提携会社の紹介営業業務）に従事しており、本件

業務の対価として、本件会社から報酬の支払を受けた。そして、

請求人は、平成２９年における収入のうち、営業等による収入

として、所得税法１４３条の規定する青色申告の方法を利用し

て、○○税務署長に対して申告を行った。  

請求人は、本件業務により、本件会社からの報酬として収入

（基本報酬として１，４４０，０００円、歩合報酬として７２，

６３３，３１５円、計７４，０７３，３１５円）を得る一方で、

経費として、会議研修費（６，７８８，６３７円）、接待交際

費（５，６１０，７５１円）、旅費交通費（３，８００，５４

６円）、地代家賃（４，６８８，１０６円）、広告宣伝費（４，

５４６，０９２円）等の合計額として、３６，４７３，１７２

円を計上している。上記各種経費としての支出の合計額（３６，

４７３，１７２円）は、営業等に係る事業収入の額（７４，０

７３，３１５円）に対して、約４９．２％の割合に相当する。  

また、請求人が申告した減価償却資産の平成２９年中の償却

期間は、年途中で取得・処分したものを除けば、１２か月であ

った。  

(ｲ) 以上の事実によれば、たしかに、請求人と本件会社との関係

は、両者の間で取り交された雇用契約に基づいているといえる

が、請求人が本件会社から支給されている報酬は、請求人が単

に一従業員として本件会社に労務の提供を行い、本件会社から
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受ける一定の空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的

に本件会社に対して労務又は役務の提供をした結果、それに応

じた対価として本件会社から提供されたものと評価することは

困難といえる。むしろ、請求人は、上記各種経費を、自らの裁

量判断のもとに自ら負担することによって、本件業務を遂行し

て多額の歩合報酬を得る結果をもたらしていると評価すべきで

ある。すなわち、請求人は、自己の危険と計算において本件業

務を行っており、その収支の結果は、請求人自身に帰属するも

のと評価するのが相当である。  

また、本件業務は、その報酬の約９８％が業績に連動した歩

合報酬であることから、営利又は対価の収得を目的として行わ

れていることは明らかである。減価償却資産の償却期間をみる

と、本件業務が年間を通して反復継続して行われていることも

明らかである。  

したがって、本件業務は、営利又は対価の収得を目的として、

請求人の危険と計算において独立的に反復継続して行われる経

済行為であると評価できるのであるから、事務提要のいう「事

業」に該当し（上記１・⑴・ア）、請求人は、当該事業の収支

の結果を自己に帰属せしめている個人、すなわち「事業を行う

個人」であると認められる。  

イ  「代理業」について  

(ｱ) 請求人は、本件確定申告書において自らの職業を「生命保険

外交員」であると申告していることが認められる。また、上記

アで検討したとおり、請求人は、本件業務（生命保険・損害保

険・少額短期保険の募集業務、提携会社の紹介営業業務）を独

立的に反復継続し、その対価として本件会社から歩合報酬を得

ていることが認められる。  

(ｲ) 一般に「外交員」とは、「事業主の委託を受け、継続的に事

業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売
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買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提

供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」

と解されている（関東信越国税不服審判所平成１１年３月１１

日裁決・国税不服審判所ウェブサイト・公表裁決事例登載・裁

決事例集Ｎｏ．５７－２０６頁）参照）。  

また、保険業法は、２条２６項において、「保険募集」とは、

保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいうと規定してい

るところ、本件業務において行われる具体的内容としては、保

険契約の締結の勧誘、その勧誘を目的とした保険商品の内容説

明、保険契約の申込の受領及びその他の保険契約の締結の代理

又は媒介といった行為をいうものと解されている（金融庁「保

険会社向けの総合的な監督指針（平成２８年８月。なお平成３

０年２月改定後も同様。）」Ⅱ－４－２－１・⑴）。  

(ｳ) 以上のことを事務提要に照らしていえば、本件業務は、①本

件会社のために、②反復継続して行われ、③保険契約締結を代

理し、又は媒介する事業に該当するというべきである。また、

その業務遂行の態様は、単なる従業員としての労務の提供に止

まらず、④「独立した事業である」と認められる性格のもので

あることは、上記アのとおりである。したがって、本件業務は、

事務提要が掲げる「代理業」としての要件（上記１・⑵・イ）

を充たしている（付言するに、自治省府県税課編「事業税逐条

解説」（地方財務協会刊）２２頁においては、「事業」とは、

「一定の技能、知識に基づいて利益を得る目的で継続的に行う

業務をいう」ものとされているが、生命保険募集人として請求

人が行っている本件業務は、ここにいう「事業」に該当するも

のと解せられる。）。  

以上のことから、請求人が生命保険外交員として行う本件業

務は、個人事業税の課税対象である第一種事業（法７２条の２

第３項）である「代理業」（同条８項２３号）に該当するもの
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である。  

⑵  税額の算出について  

次に、本件処分における税額について、その算定が適正か否かを

検証する。  

ア  上記⑴により、請求人は、個人事業税の納税義務者と認められ

るところ、平成２９年における請求人の事業の所得の金額は、事

業主控除の額２９０万円を超過するものと認められるから、当該

事業の所得の計算に必要な事項を申告する義務を負う。同年の所

得につき○○税務署長に対し本件申告書類の提出がなされている

ため、個人事業税についても申告があり、青色申告特別控除の適

用を受けた旨についても申告がなされたものとみなされる（上記

１・⑵・カ）。  

イ  そこで、本件申告書類を基にして個人事業税の課税標準を算定

するに、○○税務署長に申告された請求人の平成２９年の事業所

得の額は、３７，６００，１４３円であるところ、そこから個人

事業税における事業主控除の額２，９００，０００円（法７２条

の４９の１４第１項）を減じて得た３４，７００，０００円（法

２０条の４の２第１項の規定により、千円未満の端数金額は切り

捨てる。）が課税標準額となる（上記１・⑵・ウないしエ）。  

ウ  そして、代理業は第一種事業であるから（上記１・⑴）、上記

により求めた課税標準額３４，７００，０００円に、第一種事業

について東京都において課する個人事業税の税率１００分の５

（法７２条の４９の１７第１項１号及び都税条例３９条の３第１

号）を乗じた額１，７３５，０００円（法２０条の４の２第３項

の規定により、百円未満の端数金額は切り捨てる。）が、請求人

に賦課すべき平成３０年度の個人事業税の税額となる（上記１・

⑵・オ）。  

本件処分における税額１，７３５，０００円（別紙処分目録参

照）は、これに一致しており、違算等の事実は認められない。  
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⑶  以上のとおり、本件処分は、請求人に対して、同人が平成２９年

において行った第一種事業である代理業について、法令等の定めに

基づき個人事業税を課し、かつ適正な課税標準を基礎として税額を

算定したものであり、違法又は不当な点を認めることはできない。  

３  請求人の主張について  

⑴  請求人は、上記第３・⑴のとおり、本件処分に理由の提示がない

ことから、本件処分は行政手続法１４条の規定に反し、違法である

旨主張している。  

しかし、法は、地方公共団体が法の定めるところによって、地方

税を賦課徴収することができる旨を定める（法２条）とともに、地

方公共団体が「その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その

他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなけ

ればならない」（同法３条１項）と定めており、地方公共団体が自

主財政権に基づく自治課税権を有していると解されること（憲法９

４条）に鑑みても、地方税の賦課徴収の直接の根拠は、地方公共団

体の条例にあると解すべきであり、地方税法は地方公共団体がその

課税権を行使し得る範囲を定める標準法ないし枠法であると解され

る（平成２８年１２月２０日東京地方裁判所判決・裁判所ウェブサ

イト掲載判例参照）。とすれば、本件処分については、都税条例を

直接の根拠とするのであるから、行政手続法第２章から第６章まで

の規定（同法１４条は第３章に含まれる。）が適用されない（同法

３条３項）。  

したがって、請求人の上記主張には理由がない。  

なお、都税条例１２条の２第１項によれば、都税条例に基づく処

分その他公権力の行使に当たる行為については、東京都行政手続条

例第２章及び第３章（１４条含む。）の規定は適用しないとされて

いる。ゆえに、本件処分は、同条例１４条１項本文の適用も受けな

いのであるから、処分理由を提示する必要がない。  

⑵  また、請求人は、上記第３・⑵のとおり、請求人と本件会社との
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間には、単に雇用契約が結ばれているだけであり、請求人は本件会

社の指揮監督権に服している旨主張している。  

しかし、個人事業税の課税要件の検討においては、他の諸法規に

おいて雇用者として取扱いを受けていることのみの理由で直ちに事

業を行う者に該当しないと判断すべきではないこと（上記１・⑴・

ウ）、身分的従属関係のみを重視すべきではなく、実質的に自己の

責任において営業行為とみなしうる収支計算を行っているかどうか

について十分調査をすべきこと（上記１・⑴・イ）が求められてい

る。  

そして、これらのことを踏まえた上で検討した結果、請求人は独

立して事業を行っている個人と認めることが妥当であることは、上

記２・⑴に述べたとおりである。すなわち、営業収入から多額の経

費を負担しており、このことからすると、本件業務については、本

件会社との間に一定の従属関係はあるとはいえ、営業の相手方や営

業の方法の選択等その他実際の営業活動については、本件会社の指

揮命令に従ってその拘束の下に遂行するという要素が支配的である

とは推測できず、むしろ、当該営業活動は、いかなる経費を投入し

て売上を得るのか等について、請求人の裁量により、その危険と計

算において行われており、収支の結果は請求人に属していると認め

られる。  

したがって、請求人の上記主張には理由がない。  

⑶  なお、請求人は、処分庁が本件処分を行うに当たり、調査が不十

分であった旨主張している。  

この点、事務提要第３章・第１節・第２３・２には「個人事業税

の代理業に該当するかは、原則として申告書等の各種資料に基づき

認定を行う。」と記載されているところ、それ以上詳細な規定は設

けられていないのであるから、いかなる調査に基づき課税要件の認

定を行うかは、課税庁の合理的な裁量に委ねられていると解するの

が相当である。  
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処分庁は、本件処分を行うに当たって、本件申告書類等の記載内

容から課税要件の有無を判断していることが認められるが、これは

上記２における判断方法と同様であるといえ、処分庁における上記

判断の過程に不合理な点があったとは認められない。  

したがって、請求人の上記主張には理由がない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行わ

れているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

別紙（略）   

 


